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平成１７年第２回上士幌町議会臨時会の開会に当たり、上士幌

町教育委員会の所管行政の執行に関する主要な方針について申し

上げます。 
 
２１世紀の歩みが社会の大きな変化を伴いながら進む中で、教

育の分野においては、子どもたちが将来への夢や目標を持ちにく

くなっていること、美しさや優しさを感じ取る感性が十分に身に

ついていないこと、先の国際学力調査の結果等から、子どもたち

の学力が低下傾向にあることなどが指摘されており、学力や家庭、

地域社会の教育力の向上に向けた取り組み、いじめ・不登校や青

少年の問題行動への対応が一層強く求められております｡ 
また、義務教育の在り方など更なる教育改革に向けた議論が本

格化しております｡ 
このような中で、子どもたちが、この上士幌町を誇りに思い、

夢と希望にあふれ、主体性と責任感、高い志と向上心を持ち、心

豊かにたくましく成長できるよう育んでいくことがきわめて重要

であります｡ 
上士幌町教育委員会といたしましては、このような認識のもと、

「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかでたくましい心身」の育成

を重点として取り組んでまいります｡ 
まず、「確かな学力」につきましては、基礎的・基本的な知識・

技能を確実に身に付けさせ、学ぶ意欲や自ら考え、主体的に判断

する力などを育成していくため、個に応じた指導を一層充実させ

るとともに、学習意欲の効用や学ぶ習慣の定着に努めてまいりま

す｡ 
また、自らを律しつつ、他の人と協調し、相手を思いやる心な

どの「豊かな心」を育成するため、道徳教育の充実、読書や芸術
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文化に親しむ活動の推進、いじめ・不登校など問題行動等への適

切な対応、家庭、地域社会の教育力の向上を図る取り組みなどに

努めてまいります｡ 
更に、あらゆる活動の源となる「健やかでたくましい心身」を

育成するため、食に関する指導の充実、安全教育の推進や地域に

おけるスポーツ活動の振興に努めてまいります｡ 
国の地方行財政における三位一体の改革により、地方交付税や

補助金の削減傾向の中で、町の財政はこれまでにない厳しい局面

を迎えています｡ 
上士幌町教育委員会といたしましては、地方分権の推進や少子

高齢化の進展などの社会変化を踏まえ、「第４期上士幌町総合計

画」などに沿った施策の推進に努め、活力ある地域を創り上げて

いくことが大切と考えております｡ 
次に、こうした基本的な考え方のもと、取り組んでまいります

主な施策について申し上げます｡ 
 
 第１ 生涯学習の推進 
 
本町の生涯学習は、町民の各年齢層に対応すべき学習情報の提

供や学習機会の確保に努めるとともに、各種イベントなどを実施

しておりますが、社会の変化に主体的に対応できるよう、地域の

特性を生かした生涯学習の基盤整備、学習活動の推進や学社融合

を目指し、生涯学習の充実を期してまいります。 
 また、町生涯学習推進協議会を中心に、町内関係機関とのネッ

トワーク化と地域教育資源情報の提供や相談体制など支援システ

ムを充実し、生涯学習の推進を図ってまいります。  
 生涯学習フェスティバルなど事業内容や実施方法について十分
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検討し、町民の期待や要望に応えるべき啓発を図ってまいります。 
 
 第２ 学校教育の充実 
 
新学習指導要領が全面実施されてから４年目を迎えますが、生

き生きとたくましい児童生徒を育んでいくため、確かな学力の育

成や豊かな心と健やかでたくましい心身を育み、情報化や国際化

など社会の変化に対応した教育の推進、地域に開かれた学校づく

りを一層推進してまいります。 
 
○確かな学力の育成 
新学習指導要領のねらいとする基礎・基本を徹底し、個性を

伸ばすことにより、知識・技能に加えて、学ぶ意欲や思考力・

判断力等を含めた指導の充実を図っていくことが大切でありま

す。 
  今年度から始まる文部科学省指定事業の「理数大好き地域モ

デル事業」の取り組みにつきましては、上士幌町の豊かな自然

資源などの教材を生かし、地域の全小中学校を対象として事業

実施ができるように申請を行っているところです。  
  また、自然環境教育につきましては、地域の教育資源の活用

と個性ある地域学習の一貫として、ひがし大雪自然ガイドセン

ターとの連携により実施いたします｡ 
上士幌小学校の低学年における基礎基本の確実な定着と個性

や能力に応じた補充発展的な学習の指導を一斉授業に加えて行

うために、ティーム・ティーチングを行い、理解度に応じた個

別指導を行うことから指導方法工夫改善担当教員を道費におい

て配置しました。  
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○豊かな心と健やかでたくましい心身を育む教育の推進 

  子どもたちを取り巻く社会環境が急激に変化する中で､不登

校児童生徒が増加しておりますが、基本的な規範意識と倫理観、

他人を思いやる心、善悪を判断する力の基盤となる豊かな人間

性の育成に向けて、家庭、地域社会がそれぞれの役割を果たし、

一体となって取り組んでいくことが大切であります。  
  児童生徒がいきいきとした学校生活が送れるように、全校一

体となった指導体制の確立に努めてまいります。 
 
○情報化や国際化などの社会の変化に対応した教育の推進  
高度情報通信ネットワーク社会が進展していく中で、情報活

用能力を育成することが重要であり、教育用コンピュータを活

用した情報活動を進めるとともに、国際化等に対応してコミュ

ニケーション能力の育成を図るため、授業内容を工夫した英語

指導助手の活用などを中心として、引き続き国際理解教育を進

めてまいります。  
 
○地域とともに歩む教育の推進  
学校は、校長を中心として、保護者や地域住民からの信頼と

協力を得ながら教育活動に取り組んでいくことが大切でありま

す。 
こうした考え方に立って学校運営を行うとともに、学校評価

の取り組みを進め、これまで以上に情報提供を行いながら、保

護者や学校評議員の方々からのご意見をお聞きし、地域に開か

れた学校づくりを推進してまいります。 
  北海道上士幌高等学校は、少子化の進展や生徒の進路志向の
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多様化に伴い、例年は２間口の維持に必要な入学生の確保が困

難な状況になっておりますが、今年度においては、上士幌高校

を始めとして北海道上士幌高等学校振興会などの協力により、

２間口を確保することができました｡ 
全道的に中学校卒業者が減少する中で、上士幌中学校卒業者

数も年々減少していることや十勝一学区への通学区域変更、生

徒の進路志向が多様化している現状を踏まえ、小規模校におけ

る個別指導の長所を生かした特色ある学校づくりとして、個性

ある教育活動や各種学校などと連携した進路対策などを重視し

た取り組みが必要と考えております。 
また、昨年１２月に小・中・高連携教育推進会議が発足し、

授業交流、部活動交流、生徒指導交流を柱とした具体的な検討

のもと、全町的なネットワークとして本格的に動きだす準備を

進めているところです｡ 
生徒が学びたくなるような特色ある学校づくりに向けて、上

士幌高校の教職員の協力をいただき、北海道上士幌高等学校振

興会と一体となり支援内容等の見直しをその都度検討しながら、

上士幌高校の存続と発展に向けた努力をしてまいります。 
 
○学校施設の整備等 
学校施設の整備につきましては、その都度、施設の状況に合

わせた整備を図ってまいります。  
  また、学校給食センターにつきましては、モニター制度等を

活用するとともに、地産地消の促進を行い「ふるさと給食」の

研究や衛生管理の徹底など一層の安全対策に努め、温かくてお

いしい学校給食を提供できるように努めるとともに、学校での

食育教育のあり方について具体的な検討を行ってまいります｡ 
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  一方､最も安全であるべき学校において児童生徒はもとより、

教職員の生命が脅かされる事件などが発生し、日本中を震撼さ

せたところです｡                     
全校において学校安全対策設備や児童が持つ防犯ブザーなど

の点検を行い、その都度改善を図ってまいりました｡ 
  各学校においては定期的に安全対策マニュアルを点検し、い

つ・いかなる場合も児童生徒の安全確保に努めるとともに、自

らの身を守るための研修や地域と連携した安全対策のあり方の

検討を進めてまいります｡ 
   
○学校再編について 
児童数の減少に伴い、学級編成が厳しくなる学校が生じてく

ることなどから、教育委員会といたしましては、小学校の再編

については避けて通れない課題との認識のもと、上士幌町学校

適正規模等の指針の検討を行い、この指針を基本として「学校

適正規模等に基づく小学校適正配置の考え方」を整理いたしま

した｡ 
この基本となる学校の適正規模や適正配置につきましては、

教育効果や児童の通学圏、学校と地域の相互関係及び財政効率

などを総合的に検討し、町が目指す将来構想や住民の意思など

により判断選択していくものですが、最終的には、子どもの教

育に視点を当て、適切な学校配置に向けて慎重に取り組むこと

としています。 
とりわけ小学校適正配置計画の策定に向けましては、保護者

や地域及び関係者と十分話し合いを行い、理解と協力を得なが

ら進めてまいります。 
また、適正配置計画に基づく学校再編の目標年次につきまし
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ては、社会情勢の変化や計画の具現性、児童数の推移を考慮し

て６年後の平成２２年度とし、この間においても保護者や地域

及び関係者と話し合いを続け、理解が得られた学校から順次実

現するよう努力してまいります。  
 
第３ 社会教育の推進  

 
 生きがいのある充実した生活を送ることができるよう、町民一

人ひとりはライフステージに応じた多様な学習ニーズを持ってお

ります。  
 このため、第５期社会教育中期計画に基づき、少年教育から高

齢者教育はもとより、家庭の教育力向上に向けて、各種学習の機

会が提供できるよう努めてまいります。 
少年教育につきましては、地域の少子化が進行することから各

種少年活動においての停滞が見られるところです。引き続き地域

の特性を生かした自然体験や生活体験などの活動を通して少年教

育の充実を図るとともに、少年会育成委員連絡協議会との連携を

強め、木工教室、子ども冬まつり、カルタ大会などを実施してま

いります。 
また、上士幌町次世代育成支援行動計画の策定に伴い、子ども

の遊びも重要な課題と位置付けられます｡このことから昨年開設

しました「子どもの広場事業」の充実に向けた管理運営方法につ

いて、関係機関と連携を図り、子どもの視点に立った検討を図っ

てまいります｡ 
 青年教育につきましては、自ら進んで行う学習活動や社会参加

を促すとともに、町青年会活動のボランティア活動やサークル活

動などへの情報の提供などを主体として青年活動を支援してまい
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ります。  
 成人教育や高齢者教育、女性教育につきましては、地域活動の

促進と学習機会の確保に努めてまいります。  
 各種成人及び女性教育講座・研修会並びにシルバー学級、シル

バーコーラスなどを開設して、地域活動にも主体的に参加される

ような学習する機会の整備に努めるとともに、連合ＰＴA の取り
組んでいる地域の教育課題の解決に向けた研究や活動を支援して

まいります。 
 特にシルバーコーラスなどの高齢者活動は、今後の本町の地域

文化を考えた場合、大きな特色ある活動として位置付け、育成す

る必要があると考えます｡ 
 家庭教育につきましては、人間形成の基礎を培い、全ての教育

の基礎でもある家庭・地域社会の教育機能を重視し、様々な機会

をとらえ家庭の教育力の向上に関する学習情報や活動の場の提供

に努めてまいります。 
 
 第４ 文化の振興と文化財の保護活用  
 
豊かな自然とのふれあいを深め、個性豊かな地域文化の創造に

努めてまいります。 
 本年度、結成４０周年を迎える町文化協会をはじめ、各サーク

ルの自主的活動を支援するとともに、芸術鑑賞会、ユース吹奏楽

団協会、「火群」編集委員会や地域の宝さがしの会などに対し、引

き続き助成してまいります。 
 図書館の利用につきましては、管内においても高い利用率にな

っておりますが、引き続き利用者の声を重視した利用の促進を図

るとともに、学社融合の観点に立った児童生徒の利用の拡充や管

 8



内図書館ネットワークの活用を行い、地域により親しまれる図書

館を目指してまいります。  
 ひがし大雪博物館の整備につきましては、「ひがし大雪エコミュ

ージアム構想」の中で町の方針を明らかにしたところです。今後、

環境省が行う集団施設地区等整備事業において、新たな公園事業

計画を策定することから、「ふれあい自然塾検討委員会」の見直し

が予定されております。これまでの検討会での協議を踏まえ糠平

地区の中核施設において、博物館の施設機能が維持できるよう、

この構想の実現に向けて取り組みを進めてまいります。 
 また、埋蔵文化財や郷土資料等の地域に残された貴重な歴史資

料の保護・保存・調査について引き続き努めてまいります。  
 
第５ 社会体育の振興  

 
町民が健康で明るい生活を営むために、地域の特性を生かした

スポーツ活動や体育活動を推進し、体育連盟や関係団体との連携

を強めながら、スポーツの普及・奨励に努めてまいります。  
 また、生涯にわたって、いつでもどこでもスポーツに親しむこ

とができるよう、指導者養成と指導体制を確立し、生涯各期にお

ける能力や適性に即したスポーツ活動の機会の提供に努めてまい

ります。  
 
 第６ 今後の教育行政執行の基本について 
 
教育行政をとりまく情勢は、「２１世紀教育新生プラン」等に基

づき、教育改革が着実に推進されておりますが、学校週５日制と

新学習指導要領の実施から４年目を迎え、さらにその実践の充実
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が求められております。 
 児童生徒に確かな学力を身に付け、豊かな心を育み、自ら能力

を最大限に伸ばすことができるよう、学校や地域住民との連携を

図り、地域に根ざした教育行政を推進してまいります。 
 また、福祉バス事故から間もなく６年目を迎え、本年は一つの

節目の年となります。本年も７月１０日の「生命（いのち）を大

切にする日」につきましては、改めて生命の大切さ、尊さを考え

る日として全町的な取り組みを進めてまいります。  
 
以上、平成１７年度の教育行政の推進方針と主な施策について

申し上げました。  
 町議会議員の皆様、並びに町民の皆様の一層のご理解とご協力

を心からお願い申し上げ、教育行政執行方針といたします｡ 
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